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J-REIT初となる TNFD Adopterへの登録 

及び TNFD提言に沿った自然関連情報開示に関するお知らせ 

 

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は TNFD 提言を採用し、この度、「TNFD 

Adopter」に J-REIT として初めて登録しましたのでお知らせいたします。また、本投資法人は、TNFD 提言に

沿った自然関連情報開示を J-REITとして初めて行いましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

1.  TNFD Adopterへの登録 

TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース）は、企業

や団体が自身の経済活動による自然環境や生物多様性への依存と影響を評価し、情報開示する枠組みの構築

を目指す国際的なイニシアティブです。 

TNFD Adopter（TNFD 提言採用者）は、TNFD 提言に基づき開示を行う意思を TNFD のウェブサイトで

登録した企業等を指します。TNFD Adopter は、登録にあたって 2024 年度分または 2025 年度分のいずれか

において TNFD 提言に準拠した情報開示を行う必要があります。 

本投資法人は TNFD提言を採用し、この度、TNFD Adopterに J-REITとして初めて登録しました。 

 
 

2.  TNFD提言に沿った自然関連情報開示 

本投資法人はこの度、TNFDが 2023年 9月に発行した TNFD最終提言 v1.0を参照し、自然資本や生物多

様性に関する考え方及び現状の取り組み内容について、TNFD提言に沿って情報開示を行いました。 

本投資法人は今後も自然関連の積極的な情報開示を進め、社会課題の解決を目指します。 

（注）TNFD提言に沿った自然関連情報開示の詳細については、本日付で公表の「J-REIT初となる TNFD Adopterへの登録及び TNFD

提言に沿った自然関連情報開示に関する補足説明資料」をご参照ください。 

以 上 

＊ 本投資法人の「ESGへの取り組み」サイトアドレス：https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/ 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/

